
診療報酬改定に伴う 2026 年４月からの施設基準・加算の取り組みについて 

 

【当院における医療DX推進の取り組みについて】 

当院では、医療DX（デジタルトランスフォーメーメョンス を推進し、以下の体制を整える

ことで、質の高い医療の提供に努めています。 

 

• オスンイス資格確認ョフテム等により取得した診療情報や薬剤情報を、実際の診療に

おいて閲覧・活用できる体制を整備しています。 

• マイナ保険証の利用を促進し、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り

組んでいます。正確な情報を取得するために、マイナスバメカメドの利用にご協力を

お願いいたします。 

• 電子処方箋の発行や、電子カトテ情報共有サメビフを活用し、他の医療機関や薬局と

の間で迅速な情報連携を行える体制を有していますデ※これらは国のフケタュメトに

沿って順次導入・活用しています  

• 適切なサイバメセキュリティ対策を講じ、安全な環境で情報連携を行っています。 

 

【明細書発行体制等加算について】 

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の

発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。 

 

• 明細書には、使用した薬剤の名称や実施した検査の名称が記載されます。 

• 明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。 

 

【長期処方およびリォィト処方箋について】 

当院では患者様の状態に応じ、以下の方針をとることが可能です。 

 

• 28 日以上の長期の処方を行うこと。 

• リォィト処方箋デ最大 3回まで繰り返し使用できる処方箋 を交付すること。 

※長期処方やリォィト処方箋の交付が適切か否かは、病状や服薬管理の状況に基づき医師

が判断いたします。 

 

 

【お薬の一般名処方について】 

当院では、後発医薬品デタェネリック医薬品 の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供

給に向けた取り組みを行っています。 



 

• お薬を処方する際、特定の名称デ商品名 ではなく成分名デ一般名 で記載する「一

般名処方」を行う場合があります。これにより、供給不足のお薬であっても必要な成

分の薬を受け取ることが可能になります。 

• 医薬品の供給が不足した場合、処方内容の変更等について適切に対応できる体制を整

えています。 

 

【長期収載品の選定療養について】（  

令和 6年 10 月より、患者様がご自身の希望で先発医薬品デ長期収載品 を選択された場合、

後発医薬品との差額の一部が「選定療養」として自己負担デ保険外 となる場合があります。 

 

【当院における院内感染防止対策の取り組みについて】 

当院では、患者様に安心して受診していただけるよう、以下の通り院内感染防止対策に取り

組んでいます。 

 

1. 感染管理責任者の配置:（ 院長を「院内感染管理者」とし、職員全員で組織的な感染対

策を推進しています。 

2. 標準予防策の実施:（ 手指衛生、マフク着用、個人防護具の適切な使用、および環境整

備デ消毒・換気等 を徹底しています。 

3. 発熱患者様の分離対応:（ 発熱や呼吸器症状等、感染症の疑いがある患者様に対しては、

空間的・時間的分離を行う等の適切な感染対策を講じて診療を行っています。 

4. 地域連携の構築:（ 地域の基幹病院デ芳賀赤十字病院等 や医師会と連携し、定期的な

情報共有や研修等を通じて感染対策の質を向上させています。 

5. 抗菌薬の適正使用:薬剤耐性デAMR 対策として、抗菌薬の適正な使用に努めていま

す。 

 

 


